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HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNER

ドイツ弁護士法規制緩和の経緯

ドイツでの規制緩和で得た経験は、

日本における規制緩和にどのように
役に立つか？
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PART ONE

７０年代半ばに戻ると...
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ドイツ弁護士の日常は極めて平穏で ...
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

… 多くの規制と制限によって守られていた。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ドイツ弁護士の教育は旧態依然のものであり...

• 訴訟技術の修得に重点を置き、

• コンサルティング、法律文書の作成や交渉に必
要な技術は教えられず、

• 税法や会計に関する訓練はなく、

• 法律事務所経営技術の発展もなかった。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

…そしてそれがドイツ弁護士の仕事のやり方であった。

• 訴訟に重点を置き、

• 経済問題に対する理解に欠け、異分野との提携
に関する知識も少なく、

• ほとんどの弁護士は単独で執務しており、法律
事務所の所属人数が８～１０人を超えることは少
なかった。



page 8 HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNER

< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ドイツ弁護士の活動は多数の規制に服していた

複数の都市に事務所を置く法律事務所（Ｍｕｌｔｉ-Ｃｉｔ
ｙ-Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　“ＭＣＰ”）の設立はドイツ連邦弁護

士会の規制によって禁じられていた。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

Düsseldorf
Hamburg
Berlin München
& Partner

Ｍｕｌｔｉ-Ｃｉｔｙ-Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐの制限
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

法律事務所の支所設立はドイツ連邦弁護士会によ
って禁じられていた。

弁護士は｢地域限定の原則｣（民事訴訟法第７８条）
の広範な規制に服し、認定を受けた区裁判所と地
方裁判所においてしか法廷に立つ事が出来なかっ
た。

ドイツ弁護士の活動は多数の規制に服していた
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

地域限定の原則
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ドイツ弁護士の伝統的な法的地位

｢単一裁判所の原則｣（ドイツ弁護士法第２５条）によ
って区、地方裁判所の認定を受けた弁護士は控訴
裁判所での弁護は禁じられた。

ドイツ弁護士は法律相談業務と訴訟代理に関して
半独占的な立場にあった（ドイツ弁護士法第１条、ド
イツ法律相談法第１条）。

外国弁護士のドイツ国内において執務することは禁
じられた。

その結果、国際的な提携もあまり発展しなかった。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

NY Munich & Partner
(with Munich office)

国際的パ－トナ－シップの制限
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 地域限定の原則は多数の小さな、孤立した法律業務
市場を育成させた。

• 競争意識に欠けたため、法律業務市場は必要以上に
保護され、依頼者の側に立ったサ－ビスは発展しなか
った。

• 単独で執務する弁護士は企業の要請に対応できず、

• 小さな法律事務所は経済的ではなく、又、特に有利と
いうわけでもなかった。

その結果
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

その結果

• 総合的サ－ビスの考え方は念頭になく、

• ほとんどの弁護士は特定の専門分野に関する知
識を持たないジェネラリストであり、

• ごく少数の弁護士だけが複雑な経済取引に関与
する能力を有した。

• 弁護士に経営や経理技術がなかったため、法律事
務所の経営も優れたものではなかった（単純な収
支による経理であり、経営計画や借入に関する知
識もなかった）。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ドイツの法律業務市場の規制緩和が必要であった
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

このような規制緩和は１９７７年ECによって
始められた
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• ｢開業の自由｣（第４３条ＥＥＣ-Ｔ）はＥＥＣ条約に規

定される５つの自由権の一つであり、共同市場を
実現するための基本原理でもある。

• 加盟国による開業の自由に対する如何なる制限、
も第４７ＥＥＣ条約によって禁じられている。欧州評
議会は資格の共通認定に関し、指令発付権限の
委任を受けている。

ヨーロッパ経済共同体条約第４３/４７条
（ＥＥＣーT、１９５７）
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• １９７７年３月２２日に発行されたヨーロッパ評議会
７７/２４９/ＥＥＣ指令によって、域内の弁護士は一

定の条件の下、他の加盟国においても依頼者を法
廷や行政手続きに際して一時的に代理できるよう
になった。

• ＥＥＣ条約第４３、４７条に基づく７７/２４９/ＥＥＣ指

令によって域内弁護士が他の加盟国で法律業務
を自由に提供することができるようになった。

ヨーロッパ評議会７７/２４９/ＥＥＣ指令

（サ－ビスの自由に関する１９７７年指令）
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• ＥＵ加盟国の弁護士は他の加盟国で（自国の法
律に関して）リ－ガル・アドバイザ－として活動し
、かつ法廷で依頼者を一時的に代理することが
できる。

• この指令がドイツ法律相談法によって実施された
ことにより、外国弁護士はドイツの法律業務市場
に一定限度まで参入することができるようになっ
た。

ヨーロッパ評議会７７/２４９/ＥＥＣ指令：

結論
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 他のＥＵ加盟国又は外国の弁護士は自国の司
法試験に合格していなければ当該ＥＵ加盟国に
おいて弁護士又はリ－ガル・アドバイザ－として
認定されず、かつ

• 当該ＥＵ加盟国の弁護士会の会員となることが
できない。

ヨーロッパ評議会７７/２４９/ＥＥＣ指令：

結論
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

欧州裁判所｢クロップ（Ｋｌｏｐｐ）事件｣（１９８４年）

• １９８４年の｢クロップ事件｣でＥＥＣ条約第４３条にか
かる弁護士資格の制限が初めて審査された。

• あるドイツ弁護士はドイツで執務しており、フランスの
資格も持っていた。パリにおいても登録しようとしたが
、フランス法が定める｢支所設立の禁止｣によって拒
否された。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

欧州裁判所｢クロップ（Ｋｌｏｐｐ）事件｣（１９８４年）

欧州裁判所はフランス法の制限は差別的であり、ＥＥ

Ｃ条約に定められた開業自由の原理に反するものと
判じた。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ＥＵ加盟国の弁護士はＥＵ
域内で自由に活動し、支店
を開くことが可能となった。

欧州裁判所｢クロップ事件｣：結論
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

欧州裁判所の判決はドイツ
における複数事務所開設の
禁止（ドイツ連邦弁護士会規
定第２８条）には直接影響が
なく、制限は依然として存在
していた。

しかし、制限は依然として存在した...



page 26 HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNER

< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

複数事務所開設禁止規定の廃止

• クロップ事件の判決はドイツにおいて活発な論議を
引き起こした｡

• ドイツの弁護士はＥＵ域内において自由に事務所
を開設することができる一方、自国ではそうするこ
とができない！

• １９８７年、ドイツ憲法裁判所は複数事務所開設の
禁止規定が職業選択の自由という憲法上の権利に
違反しているか否かについて審理した。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

複数事務所開設禁止規定の廃止

ドイツ連邦弁護士会規定の廃止への第一歩は複数事
務所の設立と直接的な関わりはなかった。

１９８７年の連邦憲法裁判所の「指示的」決定は、規制
における客観性ルールという特定の項目に対してのみ
批判したものである。



page 28 HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNER

< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

「全てのドイツ国民は職業、
就学地及び専門教育を自由
に選択する権利を有する。
職業の遂行は実定法によっ
て制限されうる。」

職業選択自由の権利
（ドイツ憲法第１２条１項）

“Alle Deutschen haben das
Recht, Beruf, Ausbildungs-
platz und Ausbildungsstätte 
frei zu wählen. Die Berufs-
ausübung kann durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes 
geregelt werden.”



page 29 HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNER

< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

制限規定の構造

ドイツ憲法第１２条（職業選
択自由の権利）

ドイツ弁護士法第４３条及び
第１７７条（弁護士行動基準
ルール）

ドイツ連邦弁護士会が制定し
た規制（例えば、支所設立の
禁止等）

立法による規制

法律の解釈
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

“ドイツ連邦弁護士会が制定した
規制における弁護士業務に対す
る規制の根拠は乏しい…当該規

制はドイツ憲法第１２条１項にいう
実定法には当てはまらない。”

BVerfGE 76, 171 (184, 185)

１９８７年連邦憲法裁判所決定
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 連邦弁護士会の規制はドイツ憲法第１２条に照らして全

面的に審査された。

• 憲法裁判所は連邦弁護士会が規制の制定をもって弁護
士を規制する権限を有しないと判じた。

• 全ての規制が無効と判断され、これによって複数事務所
設立の禁止も無効とされた。

• それ以降、複数事務所の設立が明示的に容認され、あ
るいは禁止されることはなかった。

• この問題は曖昧なままとなっていた。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 複数事務所の設立は現行弁護士法の下記規定によって

依然として禁止されていると主張する者もいる。

→ 地域限定の原則（第１８条）

→ 事務所実在の義務（第２７条）

→ 支所設立の禁止（第２８条）

• 複数事務所の設立はもはや禁止されていないと主張す
る者もいる。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

複数事務所設立禁止規定の廃止

１９８９年、連邦最高裁判所は１９８７年の連邦憲法裁
判所の決定を適用した。本件は異なる都市での事務所
の設立に対する禁止に対して正面から争った初めての
ケースであった。同裁判所は、同禁止規定はもはや弁
護士の義務を規定するものではないと判断した上、ドイ
ツ弁護士法における弁護士の住所と事務所の住所に
関する義務は複数事務所の設立を禁止するものでは
ないと判じた。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

１９８９年連邦最高裁判所決定

「弁護士法は複数事務所の設
立を禁止するものではない。」

(BGH 108, 290 ff.)

ドイツ連邦最高裁判所は最終的に以下のように明言した：
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

Düsseldorf 
Hamburg Berlin 
Munich & Partner

Düsseldorf 
Hannover Stuttgart 
& Partner

Paris Munich & Partner

結果

Düsseldorf Munich 
Hamburg & Partner
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

裁判所のこの新しい決定はドイツ
における数多くの複数事務所の形
成を促した。

その数は１９９０年のドイツの再統
一によって更に増加した。

次に何が起きたか？
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ドイツ統一後の全国における複数事務所の
分布（１９９９年）

19%

19%

62%
Eastern Part
Western Part
Both
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

事例研究
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

Oppenhoff & Rädler
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

Feddersen Laule
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

Pünder Volhard Weber & Axster



page 42 HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNER

< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ミュンヘン (1987)

デュッセルドルフ

(1990)

フランクフルト (1992)

ハンブルグ (1994)

ライプツィッヒ

(1992)

ベルリン (1991)

HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNER

ケルン (2000)

シュトットガルト (2001)
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• １９８９年、ＥＵは加盟国において取得した高等教

育学位の相互承認制度を導入した。

• ＥＵ域内の他の加盟国において規制されている

専門職を営むためには、当該加盟国において取

得した学位を必要とされる。このような学位を取

得するには以下の方法がある、すなわち（１）一

定の“適応期間”を経て取得する方法；（２）“適格

試験”を経て取得する方法である。

EU理事会指令第８９／４８EEC
（１９８９年相互承認に関する指令）
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 相互承認によって、ＥＵ域内の弁護士は自国の
資格をもって他の加盟国で業務を行い、かつ他
の加盟国の弁護士会に登録することもできるよう
になった。

• 現在、ＥＵ域内のロー・スクールの卒業生はいず
れの加盟国においても弁護士資格を取得するこ
とができる。

EU理事会指令第８９／４８EEC
（１９８９年相互承認に関する指令）
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 当初、ドイツの法律事務所は海外事務所の開設に
熱心ではなかった。

• しかし、より依頼者の意向に沿った業務を求められ
たにもかかわらず、ドイツ弁護士はこれにこたえる
体制を整えなかったため、ドイツ法曹界は変革を
余儀なくされた。

• ドイツの会社は、ドイツに事務所を開設し始めたイ
ギリスやアメリカの法律事務所に依頼するようにな
った。

ドイツにおける国際化の流れ
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 一部のドイツ事務所はイギリスやアメリカの弁護士
を雇い、大型の取引を扱い始めた。

• HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNERのような
異業種間共同事務所も設立され、弁護士、税理士
及び会計士が総合的サービスを提供するようにな
った。

ドイツにおける国際化の流れ
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

１９９４年ＧＡＴＴウルグアイ・ラウンドによる影響

• GATTマラケッシュラウンド（ウルグアイ)
において、加盟国はサービス業に関す
る協定を結んだ。

• 当該協定は、弁護士が他の加盟国にお
いて自分の資格をもって業務を行うこと
を原則的に可能とした。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

１９９４年弁護士法の改正

同年ドイツ国会はドイツ弁護士法
の抜本的な改正案を議決した。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 新しい弁護士法第２０６条は、GATT又はWTOの加
盟国の弁護士は自国の資格をもってその自国の
法律及び国際法に関する業務をドイツにおいて行
うことができるとした。

• 地域限定の原則は区の裁判所において直ちに廃
止された。

• ２０００年、地域限定の原則は地方裁判所において
も廃止された。

１９９４年弁護士法の改正
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 弁護士法第５９条Aにより多目的パートナシップは
明示的に認められた。（それまでは明示的に禁止
されてはいなかったが、１９９４年の弁護士法改正
において、弁護士は他の専門職の者と自由にパー
トナシップを形成できることが明記された。）

• 法律事務所が有限会社（GmbH)の法的形態をもっ
て設立されることもできるようになった。

１９９４年弁護士法の改正
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

このような環境が、ドイツの法律事
務所が国際的な法律事務所との
密接な関係を築く始まりを示すもの
であった。

そして...
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

事例研究
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

Oppenhoff & Rädler



page 54 HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNER

< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

Feddersen Laule
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

Pünder Volhard Weber & Axster
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

１９９８年制定指令は、欧州域内の弁護士が、そのい
ずれの加盟国においてその資格を付与されたかにか
かわらず、いずれの加盟国においても恒久的な業務
を行うことを基本的に許容することとした。

欧州評議会指令９８/５/ＥＥＣ

（１９９８年制定指令）
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

同指令により、欧州域内の弁護士は、そのいずれの
加盟国においても原資格取得国の資格によって恒久
的な業務を行い、当該加盟国において対応する弁護
士資格による場合と同等の業務を遂行し、原資格付
与国と当該加盟国の双方の法律について助言を与え
ることができるようになった。

欧州評議会指令９８/５/ＥＥＣ

（１９９８年制定指令）
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

旧指令７７/２４９号と同８９/４８号を施行するため、新

たに　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｌａｗｙｅｒｓ　Ａｃｔ　（ヨ－ロッパ弁護
士法）が制定された。将来においては、ＥＵ加盟国弁
護士のドイツにおける業務に関する唯一の根拠規定
となる。

欧州評議会指令９８/５/ＥＥＣ

（１９９８年制定指令）
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

現在、ドイツ弁護士はどのような状況にあるのか？
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ほとんどの国際的法律事務所とその提携事務所が、
ドイツの法律業務市場に参入している。
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Roger & Wells, Gaeddertz

Lovells Boesebeck Droste

White & Case, Feddersen

Andersen Luther
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弁護士数は急増した...

28708

104067

1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ドイツにおいて資格を認定された弁護士の総数
（２０００年）

158
0.01 %

104,067
99.9 %

ドイツ人 外 国 人



page 64 HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNER

< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

上位２５位までのドイツの大規模法律事務所に
所属する弁護士の人数

29
1 %

3142
99 %

ドイツ人 外 国 人
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ドイツの法律事務所におけるパ－トナ－（経営者
弁護士）の人数

83%

13%
4%

４名 以 下 ５-１０名

１１名 以 上
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ドイツにおいて資格を認定された外国人弁護士
の国籍（２０００年）

32

34

16 14
16

16

5

25

アメリカ合衆国 イギリス フランス

イタリア スペイン ギリシャ

ベルギ－ その他
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PART TWO

何を学ぶことができるか？

page 67 
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 日本の教育制度は旧態依然のものである。

• ほとんどの日本の弁護士は単独で執務しており、
かつ訴訟を主としている。

• 日本の弁護士が国際的法律事務所に参加する事
は許されていない。

• ごく少数の日本の法律事務所だけが国際取引に
関与する能力と競争力を有している。

• 異分野との提携に関する知識はほとんどない。

現在の日本の法律業務市場は、１５年前の
ドイツと似ている。
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

日本における弁護士の総数
（１９９９年）：１６,０００人

67%

23%
10%

単独で執務する割合

２名で執務する割合

５人以上の事務所で執務する割合
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

日本において資格を付与された弁護士の総数
（２０００年）

16,000
99.3 %

170*
0.7 %

日 本 人 外 国 人

* Estimated total number of foreign legal consultants ~ 600.
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 日本は欧州連合のような強力な国際的組織に加
盟していない。そのため、規制緩和は国内的に行
われる必要がある。

• 日本の法律業務市場を国際化するため、規制緩
和が強く求められている。

• 日本の弁護士に課されている法的な規制は日本
憲法に抵触する可能性がある。

どのようにすれば日本の市場は変わりうるか？
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ドイツの法律業務市場の規制緩和は、

→ 他の欧州諸国の影響

→ 個々の弁護士の主張

→ ドイツ憲法（職業選択の自由、Ａｒｔ．１２　Ｇｒｕｎｄｇｅ
ｓｅｔｚ）によって促進された。

ドイツにおける手法を日本においても応用す
ることができるのか？
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

ドイツ基本法第１２条

｢全てのドイツ国民は職業、
就学地及び専門教育を自由
に選択する権利を有する。
職業の遂行は実定法によっ
てのみ制限されうる。｣

興味深いほどの類似性...

日本国憲法第２２条

｢何人も、公共の福祉に反し
ない限り、…職業選択の自由

を有する。｣
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• １９５８年｢薬局に関する事件｣において、ドイツ憲
法裁判所はドイツ基本法第１２条に定める職業選
択の自由に抵触する薬局開業制限について審査
した。

• 同憲法裁判所は、｢職業に関する慣行に対する制
限の程度は、当該制限の目的に比例するものでな
ければならない｣ものと判示した。

ドイツ憲法裁判所｢薬局に関する事件｣
（１９５８年）
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• １９７５年｢薬局に関する事件｣おいて、日本の憲法
裁判所はよく似た事案について判断した。薬局設
置に際して最低間隔の確保を求める行政目的の
制限が日本国憲法第２２条に抵触するかどうかが
審査された。

• 最高裁判所はドイツ憲法裁判所の判断と議論を採
用した。

• 立法者が立法権限を逸脱せず、かつ当該制限が
公共の福祉に照らして合理的である場合に限り、
法的制限は有効である。

日本国最高裁判所｢薬局に関する事件｣
(１９７５年）
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001

• 日本の弁護士は外国弁護士との間でパ－トナ－
シップを組むことが禁じられている。

• 日本の弁護士は、このような職業的権利に対する
制限は日本国憲法第２２条に反すると主張する事
ができる。

• これを誰がするのか？

何がなされ得るか？
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< 1975 1977 1984 1987 1989 1994 1995 1998 2001
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